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令和４年度福島県保育所等安全対策推進研修業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

令和４年度福島県保育所等安全対策推進研修業務 

 

２ 業務目的 

保育所、認定こども園、地域型保育事業、地域子ども･子育て支援事業、認可外保育

施設及び認可外の居宅訪問型保育事業(以下「保育所等」という。)における保育中の死

亡事故等の重大事故を防止するため、事故防止、事故発生時の対応等に必要な知識、技

術の修得、資質の確保に必要な研修を実施する。 

 

３ 委託期間 

（委託契約の締結日）から令和５年３月３１日まで 

 

４ 業務内容 

（１）研修の実施 

ア 研修対象者 

（ア）保育所等の経営者、管理者 

（イ）保育所等に勤務する職員 

（ウ）その他、研修の受講を希望する者 

イ 研修内容 

（ア）研修内容は、以下の通知の解説等、保育所等における事故防止、事故発生時の

対応に必要な知識、技術の修得、資質の確保に資する内容とする。 

① 特定教育･保育施設等における事故の報告等について(平成 29年 11月 10日内

閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)等通知) 

② 教育･保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドラ

インについて(平成 28 年 3 月 31 日内閣府子ども･子育て本部参事官等通知) 

③ 教育･保育施設等における重大事故の再発防止のための事後的な検証につい

て(平成 28 年 3 月 31 日内閣府子ども･子育て本部参事官(子ども･子育て支援

担当)等通知) 

④ 認定こども園、幼稚園、保育所、小学校等における危機管理（不審者侵入時

の対応）の徹底について（令和 3 年 11 月 29 日内閣府子ども・子育て本部参事

官（子ども・子育て支援担当）付等通知） 

⑤ 新型コロナウイルスを含む感染症対策（RS ウイルス予防等含む） 

⑥ 施設職員による入所児童に対する不適切な保育の防止（虐待行為：身体的虐

待、心理的虐待等） 

⑦ 送迎時の事故防止（駐車場での事故、送迎車両での事故） 
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  ウ 研修方式、回数、定員 

（ア）新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、Ｗｅｂ動画配信方式による研修

とすること。 

（イ）Ｗｅｂ動画の配信回数は４回とし、各回の定員は２００人以上とすること。 

エ 研修受講料 

  研修受講料は徴収しないこと。 

（２）研修の企画、運営 

  ア 研修計画の作成 

    契約後、研修計画を速やかに作成すること。 

  イ 研修日程 

     Ｗｅｂ動画閲覧の設定にあたっては、一定の期間において、常時Ｗｅｂ上で閲覧

できるように設定するなど、受講生の立場に配慮すること。 

ウ 研修講師の選定、確保及び連絡調整 

研修講師は、略歴、資格、実務経験、学歴等に照らして選定すること。 

なお、日程調整等の連絡については、委託先が行うこと。 

エ 研修資料等 

研修のために講師や実施者が作成した資料は、Ｗｅｂ上からダウンロードして配

布できるようにすること。 

オ 修了証書の作成、交付 

研修の全科目を修了した者(以下「研修修了者」という。)に対して、修了証書を

交付すること。 

修了証書については、当該研修名、修了証書番号、研修修了者の氏名、研修修了

者の生年月日、修了年月日、都道府県等の長等を明示すること。 

  受講者名簿に基づき、県が修了の認定をした者に交付する修了証の作成(印刷、裁

断等)を行うこと。 

カ 送付事務 

  修了証はクリアファイルに入れ、書留等の安全な方法により送付すること。 

キ 受講状況管理、受講者名簿の県への送付 

  受講者の受講状況について受講者名簿を作成し、研修修了後に修了証番号、修了

年月日を県に提出すること。 

ク 修了証の作成 

  ケ その他研修の実施に伴い発生する業務 

①開催案内の作成、発送 

 ②研修の募集、周知 

③研修申込の取りまとめ 

④受講者の決定及び受講決定、通知等の送付 

⑤研修に必要な設備、教材、機器等の準備 

 ⑥受講者の管理(各科目の修了状況の確認、未修了者への周知等) 

 ⑦研修実施に伴い発生する諸経費の支払い 
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 ⑧研修実施後の実績報告書の作成 

 

５ 留意事項 

（１）個人情報の取扱い 

本業務は、個人情報を多く取り扱うため、委託業務の履行に当たっては、個人の権

利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを慎重かつ適切に行わなければ

ならない。また、本仕様書に基づく業務を行うに当たっては、別記「個人情報取扱特

記事項」を遵守すること。 

受託者は、本業務により知り得た情報などを他のものに漏洩してはならない。本業

務の契約が終了し、または解除された後においても同様とする。 

 

（２）協議事項 

次の事項については、県と協議すること。 

① やむを得ない事情等により、本仕様書の変更を必要とする場合 

② 本仕様書に記載されていない事項が発生した場合 

③ 委託業務において質疑が生じた場合 

 

（３）対象経費 

   研修業務に必要な報酬、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、食糧費)、役務費(通

信運搬費)、使用料及び賃借料(会場使用料、賃借料)等及びこれらの経費に係る消費税

を対象とする。 

 

（４）委託業務の明記 

業務実施に当たっては、福島県委託業務である旨を明記すること。 


